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一般財団法人宮城県教職員互助会運営規則

平成25年４月１日

制 定

第１章 総則

（趣旨）

第１条 この規則は、一般財団法人宮城県教職員互助会定款（以下「定款」という。）第

４条第２項（事業）、第13条第１項（評議員の選任及び解任）、第30条第１項（役員の

選任）、第56条第５項（事務局の組織等）、第57条第３項（会員）及び第61条（委任）

の規定に基づき、一般財団法人宮城県教職員互助会（以下「教職員互助会」という。）

の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第２章 事業

（事業の種類）

第２条 定款第４条第２項に掲げる事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 現職会員に関する事業

ア 短期給付事業

(ｱ) 医療補給金

(ｲ) 家族医療補給金

(ｳ) 療養補給金

(ｴ) 出産祝金

(ｵ) 介護休暇補給金

(ｶ) 災害見舞金

(ｷ) 障害見舞金

(ｸ) 死亡弔慰金

(ｹ) 遺児育英資金給付金

イ 厚生給付事業

(ｱ) 結婚祝金

(ｲ) 入学祝金

(ｳ) 銀婚祝金

(ｴ) 慰労給付金

(ｵ) リフレッシュ給付金

(ｶ) 単身会員特別給付金

(ｷ) 退会餞別金

(ｸ) 無給付者給付金

ウ 文化・厚生事業

(ｱ) リフレッシュ・文化活動支援

エ 福祉事業

(ｱ) 人間ドック助成
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(ｲ) 脳検診助成

(ｳ) インフルエンザ等予防接種助成

オ 公益事業

(ｱ) 教育文化事業

カ その他必要な事業

(2) 現職会員の団体保険に関する事業

ア 団体保険

イ その他必要な事業

(3) その他、この法人の目的達成のために必要な事業

第３章 会員

（会員）

第３条 この法人に会員を置く。

２ 会員になることができる者は、次の各号に掲げる者（以下「組合員等」という。）と

する。ただし、一般財団法人宮城県職員互助会の会員、非常勤職員又は短時間勤務の職

員、臨時的任用職員又は会計年度任用職員（以下「臨時的任用職員等」という。）で任

用期間が６月未満の者を除く。

(1) 公立学校共済組合宮城支部（以下「共済組合支部」という。）の組合員

(2) 教職員互助会事務局の職員

(3) 理事長が指定した団体（以下「指定団体」という。）の役員及び職員

(4) その他、前各号に準ずる者として理事会が承認した者

（会員の資格の取得）

第４条 会員の資格は、互助会入会申込書を提出した日から取得する。

２ 前項の申込書は、共済組合支部の組合員又は指定団体の役員もしくは職員となった日

から３月以内に提出しなければならない。ただし、臨時的任用職員等については、会員

の資格を取得できることとなった日から１月以内に提出しなければならない。

（会員の資格の喪失等）

第５条 会員が次の各号の一に該当したときは、その翌日から会員の資格を失う。

(1) 退職したとき（ただし、退職した日の翌日から第３条第２項各号に掲げる組合員等

となり、会員として継続する場合を除く。）

(2) 死亡したとき

(3) 第３条第２項各号に掲げる組合員等でなくなったとき、又は同項ただし書の規定に

該当するに至ったとき

(4) 脱会したとき

２ 前項第１号の規定にかかわらず、国立大学法人、独立行政法人、県内の市町村等教育

委員会及び本県の知事部局等へ転出した者については、本人の申出により、引き続き会

員（以下「継続会員」という。）となることができる。

３ この会を脱会する者は、理事長に脱会届書を提出しなければならない。

（会員の権利）

第６条 会員は、次に掲げる権利を有する。

(1) 給付を受ける権利
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(2) 教職員互助会の行う事業に参加する権利

（会員の義務）

第７条 会員は、次の義務を負う。

(1) この法人の定款、規則、諸規程及び機関決定に服する義務

(2) 掛金を納入する義務

２ 会員が職員の育児休業等に関する条例（平成４年宮城県条例第12号）、職員の勤務時

間、休暇等に関する条例（平成７年宮城県条例第７号）等に基づく育児休業及び介護休

暇により初日から末日にわたって勤務に服さない月があるときは、前項第２号の規定に

かかわらず当該月の掛金を免除する。

（給付の権利の譲渡禁止等）

第８条 会員の給付を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供することができない。

（会員期間の計算）

第９条 会員である期間の計算は、会員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪

失した日の前日の属する月までの期間の年月数による。

第４章 評議員及び役員の選任等

（評議員の選任等）

第10条 定款第13条第１項に規定する評議員の選任は、次の表により評議員会において行

うものとする。

区 分 選 任 方 法 選任人員

宮城県教育庁の推薦（宮城県教育庁総務課長の職にある者） １名

宮城県教職員組合の推薦 ２名

宮城県高等学校・障害児学校教職員組合の推薦 １名

仙台市教職員組合の推薦 １名

宮城県小学校長会の推薦 １名

評 議 員 宮城県中学校長会の推薦 １名

（13） 宮城県高等学校長協会の推薦 １名

仙台市小学校長会又は仙台市中学校長会の推薦 １名

宮城県教育事務所長等協議会の推薦 １名

その他の外部の者 １名

宮城県退職校長会の推薦（退職した者） １名

宮城県公立小中学校事務職員研究会又は宮城県公立高等学校
１名

事務職員協会の推薦（退職した者）

２ 定款第12条第２項及び第13条第２項に定める評議員会会長は、評議員のうち、宮城県
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教育庁の推薦（宮城県教育庁総務課長の職にある者）をもって充てることとし、評議員

会において選定する。

（役員の選任等）

第11条 定款第30条第１項に規定する役員（理事長を除く。）の選任は、次の表により評

議員会において行うものとする。

区 分 選 任 方 法 選任人員

宮城県副教育長の職にある者 １名

宮城県教職員組合の推薦 ２名

宮城県高等学校・障害児学校教職員組合の推薦 １名

仙台市教職員組合の推薦 １名

宮城県小学校長会の推薦 １名

理 事 宮城県中学校長会の推薦 １名

（13） 仙台市小学校長会又は仙台市中学校長会の推薦 １名

宮城県高等学校長協会の推薦 １名

宮城県教育庁の推薦（宮城県教育庁福利課長の職にある者） １名

宮城県公立小中学校事務職員研究会の推薦 １名

仙台市立学校事務研究会の推薦 １名

教職員互助会事務局長の職にある者 １名

宮城県教職員組合又は宮城県高等学校・障害児学校教職員組
１名

合の推薦
監 事

宮城県公立高等学校事務職員協会の推薦 １名

（３）

会員以外の者であって公認会計士の資格を有する者 １名

２ 定款第29条第２項及び第30条第２項に定める理事長は、理事の中から、宮城県副教育

長の職にある者をもって充て、理事会において選定することとし、定款第29条第３項に

定める一般社団法人及び一般財団法人法に関する法律上の代表理事を兼ねるものとする。

３ 定款第29条第２項及び第30条第２項に定める３名以内の副理事長は、理事のうち、次

の者をもって充てることとし、理事会において選定する。

(1) 宮城県教育庁の推薦（宮城県教育庁福利課長の職にある者）

(2) 前項に定める理事長及び第１号に定める副理事長を除き、その他の理事の中から選

定する。

４ 前項第１号に定める副理事長は、定款第29条第３項に定める一般社団法人及び一般財
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団法人法に関する法律上の代表理事を兼ねるものとする。

第５章 給付

（給付）

第12条 第２条第１項第１号に規定する給付の額及び条件は、理事会の決議により別に定

める給付規程による。

第６章 掛金

（掛金）

第13条 会員は、会員の資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日の前日の属す

る月までの各月につき、給料の支給日に掛金を納入しなければならない。

２ 前項の掛金の月額は、給料月額（給料の調整額及び教職調整額を支給される職員にあ

っては、その額を加算した額。以下同じ。）に1000分の８を乗じて得た額とする。

第14条 前条の掛金額算定の基礎となるべき給料月額は、毎月の初日（月の初日以外の日

に会員の資格を取得した者に係るその月の掛金については、その会員の資格を取得した

日）における給料月額を標準として算定する。ただし、給与改定により遡及して適用さ

れる場合の給料月額は、従前の給料月額を適用する。

２ 休職、停職、減給等の理由により、会員の給料の全部又は一部が支給されない場合に

おいても、前項の掛金の基礎となるべき給料月額は、これを減額しないで算定する。

第15条 会員がその資格を喪失した場合において、過払込掛金があるときはこれを返還し、

未払込掛金があるときは給付金より控除することができる。

第７章 会計

（会計規程の制定）

第16条 会計及び経理に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。

第８章 事務局及び職員

（組織及び任務）

第17条 教職員互助会の事務を処理するため、事務局を設けて次の職を置く。

事務局長 １名

その他の職員 若干名

２ 事務局長は、理事長の命を受けて教職員互助会の事務を処理する。

３ その他の職員は、事務局長の指揮を受けて事務に従事する。

（給与、服務等）

第18条 事務局職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件、服務及び旅費等については、

別に定めるもののほか宮城県教育庁職員の例による。

附 則

（施行期日等）

１ この規則は、一般財団法人宮城県教職員互助会の設立の登記の日（平成25年４月１日）

から施行する。

２ 教職員互助会の設立の登記日現在の評議員は、第10条の規定にかかわらず、定款附則

第４に定めるとおりとする。

３ 教職員互助会の設立の登記日現在の理事及び監事は、第11条の規定にかかわらず、定

款附則第５に定めるとおりとする。
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（財団法人宮城県教職員互助会運営規則の廃止）

４ 財団法人宮城県教職員互助会運営規則（昭和48年４月１日制定）は、廃止する。

（経過措置）

５ この規則の施行日前に取扱いが生じたものについては、なお従前の例による。

附 則

この規則は、平成25年５月28日から施行し、平成25年４月１日から適用する。

附 則

この規則は、平成27年12月３日から施行し、平成27年４月１日から適用する。

附 則

この規則は、平成29年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、平成29年10月10日から施行し、改正後の第11条の規定は、平成29年５月23

日から適用する。

附 則

この規則は、平成30年４月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成31年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行日前に取扱いが生じたものについては、なお従前の例による。

（一般財団法人宮城県教職員互助会運営規則の一部改正に伴う経過措置）

３ この規則の施行の際現に改正前の一般財団法人宮城県教職員互助会運営規則第２条第

１項第３号及び第４号並びに同条第２項の規定により定められている退職会員に関する

事業に関しては、同条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、令和４年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、令和４年10月１日から施行する。

附 則

この規則は、令和５年４月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

この規則は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

この規則の施行日前に入学、卒業祝金の取扱いが生じたものについては、なお従前の例

による。
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附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。

（運営規則）


